
中新川広域行政事務組合　総合事業の給付に係る報酬算定の考え方（運用） 令和元年１０月１日報酬改定対応

総合事業給付に関する事項

区分

訪問

Ａ２

通所

Ａ６

週の利用回数の振り分けは介護予防ケ
アマネジメントによる。
基本は包括単位を使用し、利用回数が少
ない場合、他のサービスと組み合わせた
場合に１回単位を使用する。

※ただし、包括単位利用者が月の途中で
の事業の開始や区分の変更等の事由が
生じた場合には、日割単位を使用する。

介護予防相当サービス
（総合事業）

○１回あたりの報酬単価を設定

週１回程度　　　　　　　　　　　　　　　　２６７単位／回（Ⅳ）
　　　　　　　　月４回以上の場合　　　１，１７２単位／月（Ⅰ）

週２回程度　　　　　　　　　　　　　　　　２７１単位／回（Ⅴ）
　　　　　　　　月８回以上の場合　　　２，３４２単位／月（Ⅱ）

週２回以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８６単位／回（Ⅵ）
　　　　　　　　月１２回以上の場合　　３，７１５単位／月（Ⅲ）

週２回以上は、要支援２の認定者と事業対象者のみ

○１回あたりの報酬単価を設定

要支援１・事業対象者（週１回程度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８０単位／回（Ⅲ）
　　　　　　　　月４回以上の場合　　　　１，６５５単位／月（Ⅰ）

要支援２・事業対象者（週２回程度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９１単位／回（Ⅳ）
　　　　　　　　月８回以上の場合　　　　３，３９３単位／月（Ⅱ）



報酬算定の例 令和元年１０月１日報酬改定対応

区分

訪問

Ａ２

通所

Ａ６

（例１）要支援１程度の利用者に対し、１か月に３回サービスを提供した。
　　　　　⇒１回単位　３８０単位×３回＝１，１４０単位を使用　　（包括単位　１，６５５単位　は使用しない）

（例２）要支援１程度の利用者に対し、１か月に４回サービスを提供した。
　　　　　⇒包括単位　１，６５５単位　を使用　　（１回単位　３８０単位×４回＝１，５２０単位　は使用しない）

（例３）要支援２程度の利用者に対し、１か月に７回サービスを提供した。
　　　　　⇒１回単位　３９１単位×７回＝２，７３７単位　　（包括単位　３，３９３単位　は使用しない）

（例４）要支援２程度の利用者に対し、１か月に８回サービスを提供した。
　　　　　⇒包括単位　３，３９３単位　を使用　　（１回単位　３９１単位×８回＝３，１２８単位　は使用しない）

（例５）要支援２程度の利用者で、１か月に９回サービス提供の予定であったが、家族の都合により月に６回の提供となった
　　　　　⇒１回単位　３９１単位×６回＝２，３４６単位　を使用　　（提供予定の包括単位　３，３９３単位　は使用しない）

（例６）要支援１程度の事業対象者が月の途中から利用を開始した（該当月に２回利用、１５日付契約）。
　　　　　⇒１回単位　３８０単位×２回＝７６０単位　を使用　　（包括単位　１，６５５単位　は使用しない）

（例７）要支援１程度の利用者に対し、緩和した基準の通所型サービスＡのサービスを併せてケアマネジメントした。
　　　　　⇒１回単位　３８０単位×利用回数＋緩和した基準の通所型サービスＡの単位×利用回数　　（包括単位　１，６５５単位　は使用しない）

（例８）要支援１程度の利用者が１か月に４回サービスを利用する間、ショートステイを５日間（４泊５日）利用した。
　　　　　⇒日割単位　５４単位×（３０日－５日）＋ショートステイの単位×５日　　（包括単位　１，６５５単位　は使用しない）

（例１）週に１回程度の利用者に対し、１か月に３回サービスを提供した。
　　　　　⇒１回単位　２６７単位×３回＝８０１単位　を使用　　　（包括単位　１，１７２単位　は使用しない）

（例２）週に１回程度の利用者に対し、１か月に４回サービスを提供した。
　　　　　⇒包括単位　１，１７２単位を使用　　（１回単位　２６７単位×４回＝１，０６８単位　は使用しない）

（例３）週に２回程度の利用者に対し、１か月に７回サービスを提供した。
　　　　　⇒１回単位　２７１単位×７回＝１，８９７単位　を使用　　（包括単位　２，３４２単位　は使用しない）

（例４）週に２回程度の利用者に対し、１か月に８回サービスを提供した。
　　　　　⇒包括単位　２，３４２単位　を使用　　（１回単位　２７１単位×８回＝２，１６８単位　は使用しない）

（例５）週に１回程度の利用者で、１か月に４回サービス提供の予定であったが、体調不良により月に２回の提供となった
　　　　　⇒１回単位　２６７単位×２回＝５３４単位　を使用　　（提供予定の包括単位　１，１７２単位　は使用しない）

（例６）週に２回程度の利用者が、月の途中（該当月に５回利用、２０日付）で介護の認定となった。
　　　　　⇒１回単位　２７１単位×５回＝１，３５５単位　を使用　　（提供予定の包括単位　２，３４２単位　は使用しない）

（例７）週に１回程度の利用者に対し、緩和した基準の訪問型サービスＡのサービスを併せてケアマネジメントした。
　　　　　⇒１回単位　２６７単位×利用回数＋緩和した基準の訪問型サービスＡの単位×利用回数　　（包括単位　１，１７２単位　は使用しない）

報酬算定の例


